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改正案 現行

１　適用区分　1.1　適用章別　（略）

別表第八　光源及び光源応用機械器具

１　適用区分　1.2　適用章別　（略）

別表第八　光源及び光源応用機械器具

　　　　　　　　　　　　　　　　　以下（略） 　　　　　　　　　　　　　　　　　以下（略）

 　※第２章～第６章は改正なし。

電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について

〔附属の表の２〕電気用品の雑音の強さの測定方法
＜新旧対照表＞

第１章 共通事項
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改正案 現行

１ 許容値 １ 許容値

(1) 照明器具，安定器内蔵形蛍光ランプ，エル・イー・ディー・ランプ及び光電式自動点滅器等
は，次の(イ)又は(ロ)のいずれかを適用する。

(1) 照明器具，安定器内蔵形蛍光ランプ及び光電式自動点滅器等は，次の(イ)又は(ロ)のい
ずれかを適用する。

 (ｲ) 半導体を有する照明器具，安定器内蔵形蛍光ランプ，エル・イー・ディー・ランプ及び光
電式自動点滅器等「半導体を有する」とは，次に掲げる回路に半導体素子を用いるものをいう。

 (ｲ) 半導体を有する照明器具，安定器内蔵形蛍光ランプ及び光電式自動点滅器等「半導体を
有する」とは，次に掲げる回路に半導体素子を用いるものをいう。

(略)
   ① 電源回路（単なる整流のために用いるものを除き，機器の入力電源に直接又は
　　　低インピーダンスを介して接続される半導体が該当する。）

(略)    ② 発振回路

(略) 　 ③ 制御回路 ただし，光導電素子は除く。

(略)   (ﾛ)  (イ)以外の照明器具。

(略) (2)　～３.１まで（略）

(略)
３.２　負荷条件等の個別事項
　　　 付表７－１による。

(略)        ～５.１.１.３ まで(略)

 　※第８章、第９章は改正なし。

第７章 照明器具等
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